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6１ 

公害被害救済法我が国の歩みと諸外国との比較

後藤禰彦

１公害による健康被害の発生とその特徴

(1)公害による健康被害の発生

戦後の日本経済は急速な成長を遂げたが，一方では二I:場等から排出されるば

い煙，汚水等により環境汚染が進み，とりわけ公評による健康被害の発生は重

大な社会問題となった。

今日，我が国の公害問題の原点と言われる水俣）iiiは，熊本県水俣Tljの不知火

海に面した漁村で発生した。新日本窒素（現チッソ）水俣工場の排水により水

面汚濁が進行し，昭和20年代後半には，水俣湾の魚が海面に浮き出し，陸lそで

はネコが狂死しはじめたといわれるが，昭和31年５月水俣保健所に脳症状を主

とする原因不明の思考の入院が報告ざれこの時点が水俣病の公式発見と呼ばれ

ている。水俣病は，工場排水によって汚染された海域に生息する魚介類を食)1］

に供することによって魚介類に蓄稜された有機水銀が人体に取り込まれ，その

結果起こる神経系の疾忠であり，当時の状況のおそるべき悲,惨さゆえに後に'１１：

界に知られることとなった。水俣病は，昭和４Ｍ三頃昭jIiⅡ電工鹿瀬工場の排水を

､i(因として新潟県阿賀卿川流域でも生じた。

一方，富山県神通川流域においては，上流の三ｿ'二金属鉱業神岡鉱業所から排

(1)されたカドミウムが神j、川を汚染し，イタイイタイ病が発生したが，学会に

発表されたのは昭和30年であった。

また，昭和30年頃から戎が国最初の石油コンビナート型開発が進められた三

111県川日市市では，いおう酸化物等による大気汚染が深刻化し，３６年頃から'慢

性気管支炎や気管支ぜん｣Ｕなどの慢性閉塞性Iili疾忠(UL1H市ぜん息と呼ばれた）

をリlき起こした。他のコンビナート地域や大阪，川崎等の戦前からの二lﾕ業地JHlf

でも同様に大気汚染の状況は深刻化した。
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(2)公害被害の特殊性

公害による被害は，その原因が人為的なものであるから，一般の民事紛争と

同様に，被害者がその公害発生原因者に民法の不法行為に基づく損害賠償を求

める方途が開かれており，昭和40年代に入るといわゆる四大公害裁判があいつ

いで提訴された。しかしながら，公害被害の場合には，損害賠償を求めるに当

たり次のような問題がある。

①公害被害はその原因を明らかにし，加害者を特定することが困難な場合

が多い。原因物質が明らかにされたとしても，特定の加害者の排出したも

のが被害者のところにどのような経路をたどって影響を及ぼしたのか不明

確なことも多い。しかも力Ⅱ害行為には長期間継続し少しずつ積み重なって

はじめて被害が発生することや，自動車排出ガスのように発生源自体が移

動し，不特定多数のものもある。

②原因者に加害行為の実行に当たって故意又は過失があったかどうかを被

害者の側で立証することが困難な場合が多い｡過失責任の原則のもとでは，

行為者に故意又は過失がなければ，また，被害者側でその立証ができなけ

れば，通常経済的に力が弱い被害を受けた側が結果として自分の負担で被

害を処理せざるをえなくなる。

③裁判所による解決は，個別的な解決の方法であり，被害をうけている地

域社会の全体の被害者の救済にはただちにはならず，また，被害者のみな

らず加害者が多数に及んでいるものについて適切な対応が困難である。

④訴訟で結論を得るまでには長期間を要するので，日々治療を要する健康

被害者の救済には間に合わない場合がある。

このような公害被害の特徴を踏まえ，その救済を図るためには２つの施策の

方向がある。

第１は,裁判所を中心とする司法制度の下で,挙証責在の転換,因果関係の
推定，無過失責任の導入を明文化することである。

第２は，司法制度とは別問題として，緊急に救済を必要とする公害被害につ

いて，行政の分野で公害問題の性格に即応して，簡便な紛争処理手続き，司法

的解決が図られるまでの応急的なつなぎ措置，さらには裁判手続きを必要とし

ない損害の填補等の救済制度を確立することである。

以下，この２つの方向を念頭において，我が国の公害救済法の歩みを諸外国
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と比較しつつ検討する。

２救済法

(1)医療救済措置の実施

公害に係る健康被害者の'１１には経済的理由等から-'一分を治療を受けていない

者もいるという深刻な実態が生じ，被害者の医療澱の負担問題については，ま

ず，緊急的に個別の事例ごとの対･応が採られた。水俣病については昭和33年か

ら「忠者治療費」「患者補旅研究澱」として国，熊本県及び水俣市が予算播冠し，

医療救済措置が講じられた。新潟水俣病については昭和40年から，イタイイタ

イ病については昭和43年から，四日市ぜん息については昭和40年から，救済内

容，蘭用負担に若干の差違があるものの救済措潰が採られた。このうち，四H

iljの措置は，公害関係医療審在会を設け大気汚染に関係のある患者である旨の

認定を行うとともに，昭和42年度から企業側の負担を２分の１求めており，の

ちの救済制度の検討に大きな彩懇を与えた。

(2)公需対策基本法の制定

昭和40年９月に発足したly41i大臣の諮問機関である公害審議会においては被

蒋救済の問題も議論され，４１年10月の答申「公害に関する基本施策について」
の１１１で，

①「公害によって他人の生命，身体､財産その他の利益に一定の受忍限度を

こえる損害が生じたときは，原因者がこれを鵬償する責任を負うこととす

る｡」として一定の社会的な受忍限度をこえたときは無過失責任を負うべき

ことを提唱した。

②「公害によって生じる投書の賠償その他の救済措置について制度の整備

を検討する。」として公諜の苦情処理体制の網赫を急ぐとともに，扱襟鵬憤

については司法上の手続きによる解決を原!!Ｉとしながら，発生源の出描に

よる公害基金ともいうべき支払機構の検討を示唆した。

また，通商産業大臣の諮問機関である産業構造審議会は，４１年11月「産業公

撫対策のあり方について」棒[ＩＩしたが，その中で，被害の救済制度として，保

険I1ill度の採用等の検討を行うほか，あまり活)|』されていなかった和解の仲介制

度の利用を図るとともに，これに前置するものとして地方公共団体に需梢処理
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機関を設けるべきであるとしていることが注目される。

このほか，地方公共団体や産業界をはじめ各方面からそれぞれの立場から提

言がなされ，これらの動きをうけて，政府においては公害対策基本法の立法化

作業に入り，昭和42年５月17日国会に提出され，７月２１日に成立，８月３日に

公布施行された。

公害対策基本法は，対象とする公害の範囲，公害の防止に関する関係者の責

務，公害対策の手法や方策についての基本的指針を定め，公害対策を総合的統

一的に実施していくための法律であり，公害行政の歴史のうえで画期的な意義

をもつものであった。この中で，公害が発生した場合の被害者の救済に関する

措置としては，無過失責任についてはなお検討すべき問題が多いとして法律に

取り入れられなかったが，第21条で政府は「公害に係る紛争･の処理制度確立の

ための措置｣，「公害に係る被害の救済の円滑な実施を図るための制度確立のた

めの措置」を識ずべき旨が規定された。

(3)救済法の制定

公害対策基本法第21条の規定をうけて，政府においては昭和43年５月頃から

中央公害対･策審議会の意見をききながら，公害に係る紛争の処理制度と公害に

係る被害の救済制度の検討に着手した。

前者は，公害に悩む国民のために司法上の救済の他に，国民がもっと手軽に

利用でき，紛争の迅速かつ適正な解決を図ることができる制度を作る必要があ

ると考えられたからであり，昭和45年６月に制定された公害紛争処理法により，

国に中央公害審査委員会が，都道府県に公害審査会が設けられ，公害紛争の和

解の仲介（のち，あっせんと改称)，調停及び仲裁に当たった。昭和47年には公

害紛争について法律的判断をする裁定制度が導入されるとともに，中央公害審

査委員会に代わって，公害等調整委員会が発足した。

後者は，ｌ(2)の公害被害の特殊性から，公害による被害のうち当面緊急に救

済を要する健康被害に対し，公害の発生責任者による賠償等の私法上の解決が

得られるまでの期間，加害者の民事上の責任の有無とは切り離して行われる行

政上の救済措置として，「公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法」（以

下｢救済法」という｡）が昭和44年12月15日制定され,即日施行された（ただし，

医療費等の給付は45年２月から)。

この制度による救済は，司法制度による解決を妨げるものでなはなく，むし
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ろ公害の加害者による損害賠償，示談金の支払が行われるまでの応急的なつな

ぎの措置であって，被害者が１１１Ⅱ害者から支払を受けた場合には，この制度によ

る医療費等の給付に相当する部分を返還させるという立替払い的性格を有する
とともに，緊急に救済を要する者に対して給付するという社会保障的な性格を
加味した特殊な性格をもっていた。

(4)救済法の費用負担

この制度は，過渡的なIlill度であり，逸失利益に対する補償がされない等給付・

内容が限定されたことなど基本的な|Ｈ１題を抱えていたが，費用負担面でも特徴
をもっていた。産業界が原因者災'１|としてＹＷの5／8を負担すべきとする原案

と因果関係がはっきりしないのでI／2未満とする産業界の意見を折衷し，給付

(医療費，医療手当及び介誕手当の支給）に要する費用は，産業界が1／2を負担
し，残額を国及び関係地方公共団体がそれぞれ負担することとなった。産業界

の負担は，本制度に協力することを|]的とする財団法人公害対策協力財団が，
公害防止事業団（現，環境事業団）と契約を締結し，毎年，事業団に対して所
定の額を拠出することにより行われた。財団の徴収を容易にするため，救済法
第１７条では，事業者は基本法に定める事業者の責務を有することから，財団に
対し拠出金を拠出し，給付がlIl渦に実施されるように努めるべき旨を規定して
いた。

当時の産業界は同財団の堀越禎三理事長（経済団体連合会副会長）が「産業
界の一部には因果関係もないのになぜ自分達が費用の一部を負担しなければな

らないかという声も一部にあったのだが，そういうことを言っている時期では

ないと私が反対者を説得して，産業界のtIll力体制をまとめあげた｡」（かんきょ
う1981年９月号）と述べているように，因果関係ははっきりしないが企業の社
会的責任として拠出するという考えが根底にあった。財団は公害の発生源企業
だけでなく銀行，保険会社，貿易会社からも広く拠出を求めたが，所要額を集

めるのに非常に苦労したようであり，これが新制度の検討に当たり強制徴収権
を持つ特殊法人の創設につながった。
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３無過失責任法

(1)無過失責任の原則の法制化

無過失責任の原則とは，公害によって他人の生命，身体，財産その他の利益

に一定の受忍限度を超える損害が生じたときは，原因者に故意過失がない場合

であっても，原因者がこれを賠償する責任を負うこととするという考え方であ

る。

昭和42年の公害対策基本法の制定の際，この原則はなお法律的に検討すべき

問題が多いことから法律に取り入れられなかったが，国会において「公害を発

生させた事業者についての無過失損害賠償責任について逐次その制度が整備さ

れるよう努めること」という附帯決議がつけられ，政府にその検討義務が課さ

れた。政府では公害対策本部を中心に無過失責任法の立案作業に当たったが４５

年12月の公害国会の段階では成案を得ることができず，公害国会における経済

との調和条項の削除と公害罪法の制定により，残された最大の懸案として，４６

年７月の環境庁発足を迎えその検討は環境庁に引き継がれた。

環境庁は我妻栄東大名誉教授らからなる無過失責任問題研究会を設け，その

検討結果を踏まえて，４７年３月２日無過失責任を大気汚染防止法及び水質汚濁

防止法の一部改正法という形式で導入する環境庁案を発表し，法制局等と調整

の上３月22日国会提出された。

その内容は，工場又は事業場における事業活動に伴って，人の健康に係る被

害を生ずるおそれのある物質として大気汚染防止法又は水質汚濁防止法により

規制対象とされている物質が大気中又は排水中に排出されたことにより，人の

生命又は身体を害したときは，当該排出に係る事業者は，これによって生じた

損害を賠償する責に任ずることとするものである。

国会においては，被害の範囲に一定の財産を含めるべきではないか，因果関

係の推定規定が必要ではないか等の議論が行われたが，これに加えて，この制

度ができて被害者が裁判に勝っても，相手が無資力で払ってもらえない場合，

また，加害者が不明又は特定できない場合には救済されないことが問題となっ

た。そこで，政府案は国会で'1多正され，附則に第３項として，「政府は，公害に

係る被害者の救済に関し，その損害賠償を保障する制度について検討を加え，

その結果に基づき，すみやかに，必要な措置を講ずるものとする｡」という検討
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条項が追加された上で成立し，６月22日公布，１０月１日施行された。

なお，我が国における無過失責任の立法例は少なく，昭和14年鉱業法におい

て鉱物の掘採のための土地の掘削，坑水排水の放流，捨石鉱律の堆積，鉱煙の

排出によって生ずる損害については財産被害のみならず健康被害も含め無過失

責任を規定している例が著名であり，イタイイタイ病裁判で適用されている。

同法の賠償義務者は損害発生時の鉱業権者とされ，その後に鉱業権の譲渡があ

れば新たな鉱業権者が連帯するという特色を併せもっている。それ以外は独占

禁止法，水洗炭業法，原子力損害賠償など数少なかったが，公害における無過

失責任導入後,1967年のトリーキャニオン号座礁事件を契機とした1969年の｢油

による汚染投書についての民事責任に関する国際条約」（75年発効）をうけて，

昭和50年タンカーによる油濁事故がおきた場合の補償制度として油濁扱害賠償

保障法が制定され，タンカー船主に無過失責任を課している。環境分野におけ

る財産被害に無過失責任を導入した例として注目される。

(2)諸外国の無過失責任法

公害法に無過失責任を導入した当時，諸外国の公害法で無過失責任を規定す

るものはドイツのみであった。ドイツでは鉄道や鉱業などに1800年代から無過

失責任が導入されるなど工作物責任の観点から無過失責任を導入する多くの特

別法が作られてきた。公害の分野では1957年に，各州で行われていた数多くの

水法を統一する目的で制定された連邦水管理法において無過失責任が導入さ

れ，1960年３月から施行されている。その内容は，第22条において水質変更に

関する責任として，水域へ物を排出する者又は水質を変更するような影響を水

域へ及ぼす者は，これにより他人に与えた損害は財産被害を含め，賠償する義

務を負うという行為責任と物の製造施設等から排出以外の方法により汚染物質
が水域へ到達した場合の施設の所有者の責任の双方を故意過失を要件とせずに
規定している。

その後ドイツは，1991年環境責任法の制定により従来水質のみであったもの

を拡大し，環境汚染による被害に広く無過失責任を認めるようになった。これ

は1986年11月スイスバーゼルの化学会社サンド社によるライン川の汚染を契機

としたものであり，さらにその背景に同年４月チェルノブイリ原発事故や酸性
雨問題さらには緑の党の躍進があるといわれている。

その内容は96の施設から生じた環境作用（土壌，空気，水，振動等の環境媒
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体への影響）により人を死亡せしめ，その身体，健康を害し，または物を穀損

せしめた場合，その施設の保有者は，そのことにより生じた損害を被害者に賠

償しなければならないとするものであり，物的被害を含むほか因果関係の立証

の緩和規定があるのが特色である。その規定は「ある施設が個別のケースの実

情に照らして，生じた損害を惹起する`性質を有する場合，その損害はこの施設

により生じせしめられたものと推定される｡」とあり，一般的因果関係の証明に

よる個別的因果関係の推定という手法をとっており，日本において立法段階で

検討された原案に類似している。

また，アジア地域では公害紛争が激化し，公害訴訟が社会問題として登場す

るというかつての日本に類似した状況にあり，公害環境法が未整備な状況から

変化し法整備が急速に進められている。そして，その中に無過失責任規定を含

むものが現れてきている。

まず，中国では1982年海洋環境保護法，1984年水汚染防止法，1987年大気汚

染防止法で財産被害を含む無過失責任を定めている。なお，1986年の民法通則

は第106条以下において過失責任を原則としながら，特殊の民事責任として第

124条に国家の環境保護，汚染|坊止の規定に違反して，環境を汚染し他人に損害

を与えた場合には法に従って民事責任を負うという規定をもうけ個別法とのつ

なぎをしている。タイでは1992年に国家環境質向上保全法を制定し環境行政を

積極的に推進することとしたが，その重要な柱として第96条に財産被害を含む

無過失責任を導入した。「アジアでは法は機能しない」と言われることがあるよ

うにアジアの環境法は実効・適用段階に進んだ場合に問題をかかえているが，

無過失責任法は規制・取締法規ではなく裁判法規なので，その実効性は高く今

後の発展途上国の環境法制の整備のなかで活用が期待される。

なお，アメリカではスーパーファンド法により無過失責任を含む非常に特殊

な拡大した処理責任を負わせている例があるが，民事責任の問題ではないので

後述する。

(3)比較と考察

これらの諸外国の立法例と我が国の無過失責任法を比較すると

①対象となる公害が大気汚染と水質汚濁に限定されていること

②原因物質が規制対象物質に限られていること

③財産被害を含む生活環境被害が対象とならないこと
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④因果関係の推定規定がないこと

の４点が制定当時から指摘されていた事項であるが依然として我が国の検討課

題であることが判る。

①については，対象とする被害を健康被害に限定する場合には大気汚染と水

質汚濁に限られてもそれほど実害がない。土壌汚染による被害は大気汚染や水

質汚濁により土壌が汚染されるケースや汚染された土壌により大気汚染，水質

汚濁が生じるケースがほとんどと考えられるし，騒音等の感覚公害は生活環境

に関する被害と考えられるので,要は生活環境被害を対象とするかに帰結する。

②については，規制対象物質が的確に追加されているかの問題が生じる。平

成８年の大気汚染防止法の改正により長期低濃度樂露による健康影響が懸念さ

れる有害大気汚染物質対策の推進を規定したが，科学的知見の充実，汚染状況

の把握の段階にあるため，規制対象とはならず，従って無過失責任の対象とも

なっていない。この改正法施行後３年間を目途として行われる制度の検討の中

で取り上げるべき課題である。

③については，過失主義の原則に例外を設けるにあたり，社会的にみて問題

が多く，被害者の救済が緊急かつ重大であるのは健康被害であると説明されて

いる。生活環境被害についてはタンカーからの汕濁被害について無過失責任が

導入されているだけであり，今後の検討課題であるが，ドイツにおいて対象施

設を限定している例にみられるように，①から③のすべてを拡大して改正する

ことには立法論としても無理があり，過失主義の例外としてその必要性と適用

範囲を明確にする必要がある。

④については，公害法で因果関係の推定規定をおくものは公害罪法だけであ

るが，同法は極めて厳格な条件のもとで規定している。すなわち，大還の有害

物質の排出によりそれのみで健康被害が生じうる場合に他の排出者による同種

の有害物質の混入により有害物質がいずれのものか確定できないケースを規定

するのみである。因采関係はケースにより異なり，その推定規定はいずれにせ

よ代表的なケースの例示とならざるをえないことを考えると，限定的な推定規

定をおくことはマイナス効采も考えられ,事例,判例の蓄積がまず大切となる。

無過失責任法については，制定当時は立証責任のl隆減という面を重視してい

たが，不法行為法の進展により，この法律，この規定がなければ救済されない

限界的な事例があるのかという議論はありうる。しかしながら，それは当初よ

り予想されたことであり，例えば加害行為が無過失責任法の適用の前後にまた
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がる場合に適用前の場合にも過失の有無の認定に重きをおかなくなるなどを通

じて判例の進展の裏打ちとなり，また，当事者の注意によって損害の発生を未

然に防止するようになる予防機能を考えれば１－分役割を来たしていると評価で

きる。

４公健法

(1)公健法の制定

無過失責任法は，公害健康被害の民事上の解決に当たり，被害者の投書賠償

を円滑に行わしめることを目指すものであったがそれでも被害者は訴訟という

手段をとらなければならなかった。また，行政上の救済制度である救済法も，

逸失利益に対する補償を欠く等給付の内容が限定されていたため，被害者の救

済に不十分であった。このため，特に，原因者が不特定多数で，民事的解決に

委ねることが困難とみられる都iliや工場地域における大気汚染による健康被害

者の救済の問題はすみやかな解決を必要とする課題となってきた。

環境庁長官は47年４月中央公惑対策審議会に諮問し，無過失責任を担保し，

損害賠償を保障する制度についての具体的な検討に着手した。おりしも，４７年

７月24日津地方裁判所四日市支部において四日市公害訴訟の判決が出された。

非特異的な疾患を対象とし，コンビナートを形成する複数の工場からの排出に

よる公害が裁かれる初めてのケースとして注目された。判決は，原告被害者側

の勝訴となり，被告６社に共同不法行為として賠償責任があるとされた。

この判決が政府及び産業界に及ぼした影響は大きく，祖書賠償保障制度の速

やかな確立が産業界を含め各方mから要望された。このあたりの事`情を堀越禎

三理事長は「昭和47年四日市公害訴訟の判決が出されたこともあって，企業と

しては何時同じような訴訟をおこされ，巨額の損害賠償を支払わされるはめに

なるかわからない事態となった。一方，被害者の側からは，もっと救済内容を

手厚くせよという要望が出されていたが，産業界としてもこの際一種の保険的

な制度を作ってこの問題に対処そた方力璽ましいという考えもあって，経団連

ではむしろ積極的に新制度の創設を提唱し」（かんきよう1981年９月号）たと述

べている。

中公審は検討を急ぎ，翌48年４月「公害に係る健康被害扱害賠償保障制度に

ついて」という答申をまとめた。この答申では，制度のあり方として，その性
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格を基本的には民事責任を踏まえた損害賠償保障制度として構成すべきである

こと，制度は全国一本のIlill度とすべきであるが，給付は地域制を導入すべきで

あること及び賦課徴収は全国の事業者を対象とすべきであること等を基本とし

ている。この中で，固定発生源（工場事業場）に対する賦課徴収方法について

は，汚染負荷量に着目して賦課金を課す方式と汚染原因物質である原料燃料に

蒲目して賦課金を課す方式のうち,｢本制度の損害賠償の保障という性格にかん

がみ，かつ，事業者の公害防除努力を評価しうるという点から」前者を中心に

考えるべきものと結論づけている。また，移動発生源については，「自動1F等の

移動発生源分，固定発生源のうち一般生活活動分等に相当する費用を，汚染の

原因となる使用燃料に蒲目して原重油の輸入業者から，又は重油軽油揮発illlの

倉出し段階において精製業者から賦課金を徴収する方式」と「自動車寄与相当

分を自動車重量税収から本制度に繰り入れる方式」のいずれをとるかは政府が

決定すべきであるとされた。

審議会答申を得て政府は法案作成作業に入り，おおむね答申に沿った法案が

作成され国会に48年６月に提出されたが，次のような内容の変更があった。

①答申の「損害賂Ifi保障」という表現は法制上は民事責任の確定した場合

における賠償の保障を意味し，必ずしも本制度の内容に対応しないことか

ら，「公害健康被害補償法」とした。

②問題となっていた公fll負担については，給付伽利には公費を導入せず，

事務費及び福祉事業費について－部公費導入を行う。移動発生源に係るfii

用徴収については次年度税制とのからみ等を考慮し，別に法律で定める。

③本制度の費用の徴収機構として，費用負拙者の自主的な申告納付と強制

徴収権に裏打ちされた特殊法人を新設する。

公健法は，４８年10月に公布されたのち，移動発生源の費用負担方式として現

実可能な方式であるIL1mll車重量税の引き当て方式を採用する－部改正が行わ

れ，また，法の対･象地域，対象疾病，公害医療機関の診療方針．及び診療報酬，

補償給付の水準，障害の程度，賦課金と自動車亜吐税引当分との配分比率，賦

課料率等多岐にわたる問題について施行準備が進められ，４９年９月１日から施

行された。

(2)公健法の内容

この制度は，制度の対･象となる者の認定の方法（因果関係の割り切り)，補償

Hosei University Repository



7２ 

給付の内容，汚染原因者負担の原則に基づいた費用負担のあり方等世界に例を

見ないユニークな特徴を持つ。

ア認定の仕組み

大気の汚染の影響による慢性気管支炎等のように原因物質と疾病との間に

特異的な関係のない疾病（非特異的疾患）については，これらの疾病と大気

の汚染との間の因果関係は，疫学を基礎とした人口集団の現象としては証明

が可能であるが，個々に証明することは不可能に近い。

このため,大気汚染が著しく，その影響による疾病が多発している地域(第

一種地域）にあって，暴露要件（一定期間以上居住･通勤等をしていること）

を満たしている者が，指定疾病（慢性気管支炎，気管支ぜん息，ぜん息性気

管支炎及び肺気腫の４疾病とこれらの続発症）にかかっているという３要件

を満たしているときは，その者の疾病と大気の汚染との間に因果関係ありと

する制度的取り決めを行っている。

また，水俣病，イタイイタイ病|こように原因物質と疾病との間に特異的な

関係，すなわち，その汚染物質によって疾病が引き起こされるだけでなく，

その物質がなければその疾病にかかることのない疾病（特異的疾患）にあっ

ては，個々の患者について，環境汚染との因果関係を追求することは可能な

ので，個々にその疾病が当該地域（第二種地域）の大気の汚染又は水質の汚

濁によるものかどうかを判断して，これを認定する。

イ補償給付の内容

公健法においては，①療養の給付及び療養費，②障害補償費，③遺族補償

費，④遺族補償一時金，⑤児童補償手当⑥療養手当，⑦葬祭料の７種類の

補償給付を支給する。

救済法では，医療費（療養の給付及び療養費に相当)，医療手当（療養手当

に相当）及び介護手当（障害補償費と児童補償手当の中に含まれる介護加算

に近いもの）の３種類であったが，公健法により大幅に給付内容が充実され

た。

補償給付のうち，療養の給付及び療養費，療養手当並びに葬祭料は，指定

疾病にかかったことにより支出を余儀なくされた財産損害を補填する実費補

償的性格のものである。障害補償費は，指定疾病にかかったことによる逸失
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利益相当分の補填を中心とし，これに慰謝料的要素を加えたものである。遺

族補償費と遺族補償一時金は，被認定者が指定疾病に起因して死亡した場合

に，被認定者の逸失利益，慰謝料相当分と遺族固有の慰謝料相当分を加えた

ものである。児童補償手当は，指定疾病にかかった児童は，通常の生活がで

きないことによる苦痛あること，成長の遅れ，学業の遅れなどの支障をきた

すこと等の損害に着目して支給される。

ウ費用負担

この制度の実施に必要な費用の負担のあり方については，この制度が基本

的には民事責任を踏まえた損害を填補する制度であることから，また，公平

の見地からみて，大気の汚染又は水質の汚濁に対･する寄与度に応じて負担さ

せることを基本としている。しかしながら，非特異的疾患については，個々

の原因者の汚染物質の排出と大気汚染又は疾病との関係を明らかにすること

は困難である。このため，全国の工場事業場をいわば原因者集団としてとら

え，大気汚染物質の総排出量に対する個々の排出量をもってその被害発生に

対する寄与度とみなし，費用負担を求めるという制度的取り決めを行ってい

る。

第一種地域に係る汚染負荷量賦課金の納付義務者は，大気汚染防止法に規

定するばい煙発生施設等で汚染原因物質である硫黄酸化物を排出するものを

設置する一定規模以上の工場事業場の設置者である。一定規模以上のいわゆ

るスソ切りは，公平の見地と徴収の効率性の見地とのバランスを考慮して，

最大排出ガス量1万立方ｍ／時（第一種地域は５千立方ｍ）とされた。

汚染負荷量賦課金の額は，そのばい煙発生施設等の設置者の排出した前年

の硫黄酸化物の年間排出量に賦課料率（硫黄酸化物の単位排出量当たりの賦

課金額）を乗じて得た額である。賦課料率は，補償給付等の所要額と全国の

硫黄酸化物の排出量を基礎として，大気の汚染の状況に応ずる地域の別に

従って定めることとなっており，制度発足当初は，第一種地域とその他の地

域の賦課料率差は９対1となるように定められた。

汚染負荷量賦課金の徴収は，各年度の初日から45日以内に公害健康被害補

償協会に自主的に申告しなければならない。賦課金を納付しない者があると

きは協会は強制徴収できる。

また，水俣病，イタイイタイ病等の特異的疾慰にあっては，通常，被害者
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と原因者の因果関係を明らかにすることが可能であることから，個々の原因

者に着目し,補償給付等の費用を特定賦課金として負担を求めることになる。

したがって，特定賦課金の納付義務者は，その疾病の原因となる物質を排出

した水質汚濁防止法の特定施設等の設置者であり，その額はその年度の所要

額として協会が決定した額である。

(3)公健法の改正

救済法から引き継いだ昭和49年９月には第一種地域１２地域認定患者14,355

人，第２種地域５地域（３疾病）1,237人であったものが，その後の第一種地域

の拡大により，昭和52年度当初には５万人を超え，昭和56年度当初には８万人

に達した。また，制度の所要額（協会から自治体への納付ベース）は，５２年度

410億円，５６年度728億円となった。

他方，地域指定の主たる指標とした二酸化硫黄濃度は全指定地域において著

しい減少を示し，早くも昭和50年代前半には指定要件のレベルをはるかに下回

りすべての指定地域で環境基準を達成するに至った。また，濃度レベルはとも

かくとして，定性的には指定疾病に影響を及ぼしうる物質として注目されてい

た窒素酸化物（NOx）及び浮遊粒子状物質（SPM）による汚染はほぼ横這いで

推移し，大都市地域を中心に環境基準が達成されない状況が続いた。このよう

な大気汚染の態様の変化に伴い，中央公害対策審議会において専門委員会は２

年余りの検討ののち，昭和61年４月に「現在の大気汚染が総体として慢性閉塞

性肺疾恩の自然史に何らかの影響を及ぼしている可能性は否定できないが，昭

和30～40年代の一部地域における慢性閉塞性肺疾息について，大気汚染レベル

の高い地域の有症率の過剰をもって主として大気汚染の影響と考え得る状況に

あった。これに対して，現在の大気汚染の慢性閉塞性肺疾患に対する影響はこ

れと同様なものとは考えられない」旨を報告し，この科学的結論の上に立って，

中公審は「公害健康被害補償法第一種地域のあり方等について」を61年10月に

答申した。答申の主な内容は，現在の大気汚染の下においては地域の患者集団

の損害をすべて大気汚染と因果関係ありとみなして汚染排出者に填補を求める

ことは民事責任を踏まえた本制度の趣旨を逸脱するので，①41指定地域の前面

解除②既認定患者への補償給付の継続とこれに伴う費用負担制度の見直し

③総合的な環境保健施策の推進からなっている。この答申をうけて，公健法の

改正が昭和62年９月に行われ，６３年３月から施行された。これにより，第一種
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地域のすべてが解除され，新規認定は行われなくなった。この結果，昭和63年

度の納付額1,079億円（年度末思考数107,207人）をピークとして制度は減少傾

向に転じ,平成８年度には857億ｌｑ８年12月末患者数71,638人(第二種地域1,500
人を含めると73,138人）となった。

この制度改正は環境行政の後退と受け止められることもあったが，民事責任

を踏まえ，大気汚染との因果関係を基礎とする制度の趣旨からみて制度改正は

当然の帰結であった（48年４月の制度の基本答申段階から，指定された地域が

その要件をみたさなくなったときは解除することを前提としていた｡)。

制度改正に伴う費用負担制度の見『ドルとして，解除後の新設工場事業場に負

担を求める合理性に乏しいことから納付義務者を昭和62年度当初において納付

義務者であった者に固定し，賦課料率については過去分(昭和57年～61年のSOx排

出量を基礎）と現在分(前年のSOx排llMiiを基礎）の２本立てとなり，その負担

割合は特例措置を経て平成４年度から６対・４となった。

また，総合的な環境保健施策の推進のため，賦課金の徴収業務に当たってい

た公害健康被害補償協会の名称を公聾健康被害補償予防協会に改め，同協会に

事業者からの拠出金と政府出資金からなる500億円の基金を設け,その運用益に

より健康被害予防事業を行っている。予防事業は環境保健と環境改善の両分野

について調査研究，知識の普及等の躯業を行うとともに地方公共団体が行う健

康診査，機能訓練，低公害車普及等の事業について助成している。

(4)公健法の論点その１－認定の仕組みと給付にIjMして

公健法は，指定地域，暴露要件，指定疾病の３つの要件による因果関係の割

り切りをおこなっているが，そのうち，地域の指定要件は，昭和49年11月中公

審答申により，

①大気汚染の程度を，昭和30～40年代の主要な汚染物質であり，四日市等
における被害の実例に基づく科学的知見のあった二酸化硫黄の濃度に応じ

て区分し，汚染度が三度（二酸化硫黄年平均値0.05～0.07ｐｐｍ）以上であ
ること

②有症率の程度を自然有症率に対する倍率で区分し、その程度が二度（自

然有症率の２～３倍）以上であること

を基本として運用された。つまり，環境基準の３倍程度以上の汚染があり，大

気汚染のほとんどない地域の２－３傭以上１１平1吸器疾忠が多発している地域にお
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いて指定４疾病(慢性気管支炎,気管支ぜん息等の慢性閉塞性肺疾患)にかかっ

ている患者は一定の暴露要件を満たしていれば個々の患者について大気汚染と

の間に因果関係があるものとみなす制度的取り決めが行われたことになる。

この取り決めは，疫学的手法を用いて集団の因果関係を判断し，されにその

特性は集団を構成する個人にあてはまるものとして個別的な因果関係の推定

(暴露要件を満たさない者は排除される）を行っているものである。結果として

大気汚染のほとんどない地域にもをみられる自然有症率部分を含んで患者と推

定しているとも考えられることから，産業界側から公費負担の導入の要望が強

かったが，結果として採り入れていない。その理由としては，汚染原因者負担

の原則との関係や増悪因子として作用している可能性などのほか，給付水準の

設定が上げられる。すなわち，障害補償費の給付水準は労働者の平均賃金の８０

％に設定されているが，この論拠として答申は公害裁判における判決に見られ

る水準と社会保険諸制度の水準のほかに集団現象をその集団における個人に投

影して因果関係を広く認定している事情を上げている。集団的因果関係と個別

的因果関係は異なるので，非特異的疾患の場合高い確率がある場合に集団的因

果関係から個別的因果関係の推定が認められるとし，さらにその場合には賠償

額の減額がありうるとする有力説が唱えられている（森島昭夫「因果関係の認

定と賠償額の減額」（現代社会と民法学の動向上有斐閣))。本制度が地域にお

ける疾病の多発を要件としていることは，集団的因果関係における蓋然性を高

める働きをするだけでなく，個別的因果関係への投影の際の高い確率（２～３

倍を高いと考えれば）を確保しているとみることができ，さらに給付水準の設

定をみると，結果として有力説に沿ったIlill度となっているといえよう。

この給付水準が平均賃金の80％レベルに設定されていることを一因として千

葉)11鉄訴訟，西淀111訴訟などが提起されたが，これらの判決においては，補償

給付の支給がされた場合同一の事由についての被害者の損害賠償請求権は縮減

し損害額から控除される，すなわち公健法による給付と民事損害賠償の調整は

必要とされている。なお，中公審答申では慰謝料を給付の種類として独立させ

ず，給付水準の検討の際に慰謝料的要素を勘案事項の一つとしてあげるに留

まっている。このため，狭義の慰謝料については公健法の給付に含まれないの

で控除しないとするﾆﾋ呂久訴訟判決がある。

公健法においてはこの補償給付の支給と民事損害賠償との調整については民

事上当然ということで明文規定をおいてないが，違う局面については規定して
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いる。それは，被認定者が同一事由について裁判あるいは協定等により損害の

填補がなされたときは補償給付の支払い義務は免れるという規定である。この

場合事業者は直接填補した額と賦課金の二重払いとなるため，返還請求ができ

ることになる。四日市地区においてこれの適用例があり，返還金を原資に特別

救済事業が行われている。

(5)公健法の論点－その２汚染負荷量賦課金制度

ア賦課金制度の効果

非特異的疾患については，全国の工場事業場をいわば原因者集団としてと

らえ，大気汚染物質の総排出量に対する個々の排出量をもってその被害発生

に対する寄与度とみなして，費用負担を求めるという制度的取り決めを行っ

ている。そして汚染負荷量賦課金方式は，負担の合理性だけでなく事業者の

排出量を減少させるという防除努力を促進するという機能をもつ意味でも優

れたものと考えられる。

その他地域の賦課金の賦課料率の推移をみると，昭和50年度の8.59円から

昭和62年度の316.62円へと37倍に増加している（昭和49年度は年度途中施行

のため比較対象としなかった｡)。これには対･象患者数の増加，給付･の改善の

ほか，料率算定の分母となる硫黄酸化物の減少が寄与している。全国の賦課

金対象工場事業場からの硫黄酸化物の排出量は,昭和49年度賦課金ベース(４８

年排出）1,086百万立方ｍから昭和53年度の468百万立方ｍへと約４割に減少

し，さらに昭和62年度には191百万立方ｍへと当初の１８％，昭和53年度の約４

割に減少している。指定地域についてはさらに激しい減少を示し，昭和62年

度には10百万立方ｍと当初の６％となった。

このような硫黄酸化物の減少は，主に燃料の低硫黄化の効果，排煙脱硫な

どによる除去率の向上,省エネルギーの効果の３つの要因によるものである。

昭和48年の石油ショックを契機とする省エネルギー対策の推進は別にして他

の２つは公害対策を直接目的として推進された。硫黄酸化物の排出規制は全

国的には昭和51年９月の第８次規制以降強化されておらず，また，全国24地

域を対･象とした総量規制は53年３月から基準が適用されており，それ以降は

規制強化されていない。しかしながら，排煙脱硫装置の設置状況をみると，

昭和45年度が102基,５３年度が1,227基,６２年度が1,789基,平成６年度が2,200

基であり，順調に設置基数は増加している。これらのことを考えると昭和5０
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年代以降の硫黄酸化物の減少は，規制強化により低硫黄化や除去率の向上が

あったと考えるよりも，省エネルギー対策の効采と賦課金の防除努力促進機

能が大きいものと推定される。そこで，賦課金の防除努力促進機能を確かめ

るために，大気汚染対策のコストを代表的な２つの対策である排煙脱硫装置

と低硫黄重油化についてみてみる。まず，排煙脱硫装置についてはその設備

費と運転費を火力発電所をモデルとして計算すると2,600円／重油１トンと

なり，璽汕の硫黄分を1.5％とすれば硫黄1トンを除去するコストは20万円と

なる。次に，低硫黄重油の使川]を選択すると，例えば1.3％のＣ重７１iIと０．５８

％のＡ重油との｛Ili格差は，１キロリットル12,400円であり，これは硫黄１

トン17万円に相当する（ロ本の大気汚染経験（公害健康被害補償予防協会）

より)。

この大気汚染対･策のコスト１７万円～20万円は，SOx1立方ｍ当たり250円か

ら300円に相当し,この制度の制度改11Z前の昭和62年の賦課料率がその他地域

313.62円（指定地域は平均これの９倍）であったことをみると，十分な低硫

黄重油の確保等の実際上の課題はあるものの，この制度の賦課金が指定地域

については勿論のこと全国的にみても汚染低減のためのインセンテイプとし

て十分機能するレベルとなっていることを示している。このため，新規認定

を行わない制度改正に際し，過去の大気汚染の影響による恩者の補償費用に

ついて，過去の硫黄酸化物累穣排出iiiを基準にして賦課する方式（過去分賦

課料率）を主としながらも指定地域の解除によって大気汚染が進行すること

のないよう汚染防除のインセンティプや負担の連続性にも留意して現在分賦

課料率を併存したことは，妥当な結論であった。

今後制度に係るilM]がすこしずつ減少していくことが予想されるが，徴収コ

スト等からみて今のシステムを維持することが妥当でない時期がきた場合に

は，再度汚染原因者負担のlIi(ⅡＩと汚染防除のインセンティプを考慮しつつ，

新たなIlill度の仕組みと費用負担を検討する必要がある。

イ諸外国の排出賦課金制度

地球柵暖化対策として経済的手法，環境税の議論がされているが，1994年

ＯＥＣＤ加盟国における経済的手法に関する調査（92年時点）によれば，日本

で排出への課徴金として記ililiされているものは公健法の賦課金を含め３件で

あり，他は騒音対･策のための空港特別瑞陸料と地方公共団体の一般廃棄物収
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集処理手数料であることを考えれば，依然として我が国で唯一の本格的な課

徴金IlilI度であり，健康被害対策としては世界でも例をみない制度である。

欧米では，水質保全の分野で比較的経済的手法が重要な役割を果たしてき

た。特に有機汚濁物質に関する分野では直接規制との組み合わせにより成果

を挙げている。

フランスでは1964年（67年から運用）に水質汚濁防止法により流域の公社

は排水課徴金を徴収し，その収入を水質汚濁防止対策に支出できることとさ

れた。課税ベースは汚染物質の種類ごとに定められる料率と排出汚染物質iii

の祇とされる。ドイツは1976年（81年から述用）に水質改善のインセンテイ

プを与えることを［|的とした排水賦課金制度が導入された。対象はＣＯＤと

重金属であり，定趾的な効果把握はされていない。排水課徴金はこのほかオ

ランダ，ポルトガル，スペイン，東欧諸国等広く導入されている。

また，大気保全の分野では，伝統的に規制的手法が主に用いられてきたが，

近年経済的手法が規制的手法の補完として用いられる例が見られようになっ

た。

フランスでは1980年大気質公社に大気汚染の監視や大気汚染防除技術の開

発普及事業に充てるための特別課徴金を設ける権限を与え，８５年からSOxで

連用を開始し，９０年からＮＯｘ,硫化水素,塩化水素を追加して賦課している。

課徴金の使途は賦課対象事業者を含む委員会によって決められるが全体

の75％が賦課対象者における大気汚染防止施設の設置にあたっての補助及び

大気汚染対策技術の研究開発に，残りの25％は大気汚染監視網の整備等に充

てられる。1985年からの５年間の補助によりフランスの総SOx量の８％に当

たる量のSOxが削減されたといわれる。

スウェーデンでは，1991年から硫黄酸化物の排出を抑制するために硫黄を

多く含有する燃料に硫黄税が課され，燃料の低硫黄化が図られている。さら

に1992年には窒素酸化物の固定発生源からの排(1)を抑制するために排出賦課

金制度が設けられた。これはエネルギーを生産する者に謀せられ測定機器の

設置が可能な約200のボイラーとガスタービンを対象とし,スウェーデンの総

窒素酸化物排出辻の6.5％がカバーされ,使途は対象の大型プラントが不利に

ならないようにエネルギー生産に割り戻されている。この削減効果について

は，1990年とくらべ1992年に予測を大きく上回るＮＯｘ量の34％の減少が，

1994年には54％の減少がみられた。
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1990年代にはいると二酸化炭素発生抑制のため北欧諸国を中心に炭素税の

導入が始まったが直接的な汚染物質の排出とはいえないのでここではふれな

いが，我が国で環境税の議論をする際に，公健法の賦課金による削減効果や

フランス，スウェーデンの比較的低い料率であるが使途と併せて効果を挙げ

ている例は参考になるものと思われる。

なお，賦課金制度ではないが，インドでは，1984年ポパール事故を契機と

して1991年から公害健康被害と財産被害について自動車事故と同様に強制的

な責任保険制度が導入されている。公健法も検討段階では「公害に係る損害

賠償保障制度」と呼ばれ，自動車損害賠償責任保険を参考としていたが，こ

れを押し進めた制度として注目される。

(6)公健法の論点_その３特定賦課金制度

ア制度の現況と問題

水質汚濁系の疾患である特異的疾患は過去からの蓄積によって被害が生ず

る場合があるが，このような場合に現に施設を設置して排出行為を行う者だ

けでなく，現在の被害発生に原因を与えた過去の設置者にも費用負担を課す

こととしている。複数の費用負担者の場合，時系列的に複数のときも場所的

なときも被害発生又は環境汚染に対する寄与の程度に応じて，即ち原因物質

の排出量に排出した期間，排出した場所等を考慮した補正係数を乗じた量に

応じて特定賦課金が算定され，汚染原因者ごとの責任が貫かれている。

第一種地域は全国プール方式のため問題が生じないが，第二種地域につい

ては地域ごとに原因者ごとに汚染への寄与度に応じて賦課していくため，原

因者の不存在無資力の問題が制度的に生じうる。しかし，立法段階では原因

企業の経営不振の問題を含めて解決することが極めて困難なため制度的対応

をとらず，個別的に対応している。

水俣病の場合公健法の認定を受けると補償協定により原因企業が直接補償

金を支払うため現在は直接に特定賦課金の問題とならないで，補償金の支払

い能力の問題となってくる。チッソ株式会社は，水俣病の補償支払いに耐え

る体力がなく，このため，昭和53年６月の閣議了解等に基づき金融支援が行

われている。この措置は水俣病患者に対･する補償金の支払いは原因者たるチ

ッソの負担において行われるべきであるという原因者負担の原則を維持しつ
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つチッソの経営基盤の維持強化により認定患者補償に支障を生じないよう，

また，水俣・芦北地域の経済・社会の安定に資することを目的としている。

支援の内容は，認定患者に対する補償金（毎年度約30億円）の支払いのた

め熊本県が県債を発行して資金運用部等から借り入れ，その調達資金をチッ
ソに貸し付ける方式を採っており，昭和53年に開始され患者県債とよばれて

いる。また，平成６年から中長期的支援策として，既発の患者県債に係る金

利負担の軽減措置を行うとともにチッソ水俣工場の設備投資について融資す

る設備県債が始められた。この県債は県から水俣・芦北地域振興基金を経由
してチッソに融資されている。

また，昨年仕切網の撤去でニュースとなった水俣湾のへドロ処理について

は，公害防止事業費事業者負担法が適用されている。同法は，しゅんせつ,客

土，緩衝緑地等の公害防止事業を国又は地方公共団体が行う場合その費用の

全部又は－部を事業者に負担させて行う仕組みとなっており，その負担金の
総額と各事業者の負担金の額は事業に係る公害についてその原因となると認

められる程度に応じた額とされる。このチッソ負担金は分割払いとなってお

り，これについて資金運用部が県に融資しておりへドロ県債と呼ばれている。

このほか，水俣病問題の最終的全面的解決のための一時金支払いに関して

もチッソ支援が行われている。これは一時金所要額について国の一般会計か
ら85％の国庫補助をうけて熊本県が15％部分を起債（資金運用部貸付）で調

達し，水俣病問題解決支援財団へ出資，同財団がチッソに貸し付ける方式を
とっている。

イ諸外国の参考例

諸外国の参考例としては，土地汚染の浄化の問題ではあるが，過去の行為
により引き起こされた汚染に対応することを目的とし，かつ，原因者不存在
問題にも応えるものとして，アメリカのスーパーファンド法がある。

スーパーファンド法といわれる法律は，1978年のラブ・キャナル事件を契

機として，1980年に「包括的環境対･処･補償･責任法（CERCLA)」として制
定され，1986年に「スーパーファンド法修正･再授権法（SASA)」により改

正された法律である。土地の汚染問題は，有害物質の取り扱いや排出対策に

関する関心が薄く規制制度も整っていなかった時期に汚染されたケースが多

く，これが住宅開発や工業用地の再開発などの土地利用の転換により，また
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飲料水の汚染という形で顕在化してくる。

この法律は，有害物質による汚染のある地域の中で特に危険の大きい地域

について政府の主導により浄化対策を行うものであり，その事業の種類は，

切迫した危険を取り除く短期的な事業である除去事業と地域の`恒久的な回復

を目的とした修復事業からなるが，その特色は対策のための責任と費用負担

にある。

第１に，スーパーファンド法は，できる限り責任者自身が計画や事業の実

施を行うこととそのための費用負担を行うことを求めており，その責任者や

責任の範囲は極めて広い。①対象地域の現在の所有者及び操業者②有害物

質が廃棄された当時の所有者及び操業者③有害物質の排出者（廃棄物につ

いて廃棄を目的として引き渡した者）④輸送者（自ら処分地を決定した場

合）が浄化の責任を負う。

しかもその責任は，遡及責任（法制定前の行為にも責任を問われる)，厳格

責任（無過失責任)，連帯責任であり，さらに因果関係について，ある者が廃

棄した有害物質がその地域で発見されれば汚染への因果関係の証明がなくと

も責任を免れない。これは浄化の責任を一般社会に負わせるか少しでも土地

汚染に関与した者に負わせるという選択について後者に負わせたものという

説明がされているが，浄化事業に巨額の費用がかかることを考えると，連帯

責任により責任者不在の汚染部分についても他の責任者に負担が負わされる

場合等については責任者に予期せぬ巨額を出甜となり酷なケースがあると考

えられる．

第２に，既に閉鎖された工場や廃棄物処分場で責任者が不明の場合や倒産

により責任者に対策を行わせることが困難な場合,ＥＰＡが自ら浄化事業を実

施することができるよう基金が設けられている。基金はCERCLAでは５年

間で16億ドルで石油や化学品に対する課税が財源の90％近くを占め，残りは

一般財源であった。これは有害物質から利益を得る産業部門と消費者にコス

トを配分する上で最も公平かつ理屈にあうためと説明されている。その後

ＳＡＲＡにより基金の額は５年間で85億ドルと大幅に引き上げられた。これに

伴い法人所得税や一般財源からの収入比率が44％に増加し，石油や化学品と

いった汚染原因物質からの収入比率は50％を割ると見穣もられていた。

浄化事業は1994年までに修復工事が終了した地域が237カ所に対し1,100カ

所が事業の様々な段階にあるといわれるようになお事業継続が必要な状況に

Hosei University Repository



8３ 

あるが，スーパーファンド法は1994年の施行期限を迎え，浄化責任の見直し

(責任者不在部分,汚染寄与の小さい者の取り扱い等）を含む法延長改正案が

検討されたが，規制緩和を目指す共和党が主導の議会になったこともあり

1996年になってもまとまらず,基金の残額等で細々と事業が継続されている。

ウ比較と考察

特定賦課金制度は，機能としては行政側が患者に立て替え払いをしその費

用を民事責任を踏まえて民事上求償する働きをしており，原因物質の排出者

に対しその原因の程度に応じて徴収する原因者負担金ととらえることができ

る。この場合の排出者には，過去の排出者を含んでいるが，特異的疾患とい

う特徴を踏まえ，被害発生や環境汚染に対する寄与に応じて負担することと

され，原因者ごとの責任が貫かれている。したがって，スーパーファンド法

のような連帯責任，遡及責任などの点で拡大した責任を導入していない。ア

メリカにおいてもスーパーファンド法は憲法違反等で争われているように，

遡及責任や連帯責任は法的安定性の面からも問題が多く，特に連帯責任につ

いてはドイツの土壌保全法案でもその採用は見送られている。

日本の立法でアメリ力のように責任の範囲を広く認めた例はない。平成８

年の水質汚濁防止法の改正により汚染された地下水の水質の浄化を図るため

地下水の水質浄化措置命令の制度が創設された。この制度は人の健康の保護

に必要がある場合に限定されており，命令の対象となる者は汚染行為が行わ

れたときに特定事業場の設置者であった者のみであり，原因者負担を採って

いる。

なお，鉱業法において損害発生後の鉱業権の譲渡により譲受した者に連帯

責任が課され，実際には操業していない最終鉱業権者の責任が認められた

ケースがあるが，これは鉱業権という特殊な権利に内在して権利義務が承継
されるものと解される。

原因者ごとの負担責任を貫くと，原因者の不存在や無資力の場合が生じや

すくなる。しかしながら原因者が不存在等の場合であっても補償，救済，浄

化等の事業を行わなければならない事例は我が国でもかなり存在する。

鉱業権者がいない休廃止鉱ll1については，体廃止鉱山鉱害防止等工事費補

助金による国の3／4補助により地方公共団体が発生源対策と処理対策を行っ

ている。岩手県の北上川清流化対策事業をみてみると，昭和46年に閉山した
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松尾鉱111(硫黄鉱山)から強酸性の鉱廃水が毎分１７トン流出しつづけており，

その中和処理費用と発生源対･策f１１用で毎年数億円を要している。

油濁被害については，平成８年の我が国周辺水域の海洋汚染の発生確認件

数754件（平成７年度811件）のうち油によるものが370件（同497件）と49％

(同61％）を占め，廃棄物196件，赤潮90件と比較しても高い割合であること

がわかる。しかもその相当部分が原因者不明のものであり，沿岸漁業を中心

に各地に被害をもたらしている。このため，財団法人漁場抽濁被害救済基金

が昭和50年に発足し，被害漁業者に対する救済金の支給と防除費（漁場抽濁

の拡大防止，汚染漁場の清掃）の支弁を行っている。費用負担は救済金は全

額拠出団体（日本船舶振興会，日本船主協会等の船舶関連団体５団体と石油

連盟，経団連等の陸上施設関連団体４団体）からの拠出，防除費は国，県４

分の１，拠出団体２分の１である。このfYN)負担割合は，救済金については

公健法，防除費については旧救済法が想起され，事柄により合理的な納得の

得られる費用負担を工夫していることがうかがわれる。なお，救済実績は昭

和60年の約４億円がピーク。岐近は減少傾向にあり平成７年で救済金４件２３

百万円，防除費24件45百万円となっている。

廃棄物の不法投棄については，投棄者に現状回復又はその費用を負担させ

ることが原則であるが，原因者が不叩1や無資力のケースが当然生じてくる。

このため,平成９年の廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正により，

産業廃棄物適正処理推進センターに基金を設け，産業界の拠出を求めて，現

状回復を行う都道府県に対して盗金を支援する仕組みが決められた。その費

用負担等は検討中である。

前述の平成８年の水質汚濁防止法の改正に際しては汚染原因者が不明等の場

合における浄化対策の実施主体，Ｙ１１用負担のあり方等について検討に努めるべ

きとする国会の付帯決議がされており，また，今後工場跡地等の市街地土壌汚

染問題や産業廃棄物処理場跡地汚染'1{]題も増加することが予想されるが，その

際には，原因者が不存在無資力の場合に特に解決が困難になる。今までみてき

たチッソについて補償等の責任を来たせるように支援する方式，抽濁被害方式

等個別ケースごとの対応のいずれに近い性質の事柄であるかを見極め，あては

めるとともに，個別方式では限界がきた場合には，体廃止鉱山の例やスーパー

ファンド法のように一般財源と1二|的税を組み合わせた財源措置を採ることを参
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考にしつつ費用負担に関する理論を再構築する必要がある。

終わりに

公害被害救済法の分野における歩みを諸外国の例と比較しつつ見てきたが，

我が国は公害被害救済を図るため，司法ilill度の下での対応と行政的対応とい２

つの方向の双方を進展させるという選択をし，大気汚染と水質汚濁による健康

被害について無過失責任制度と公害健康被害補償制度が設けられたことは，当

時深刻であった公害に対する応急的な対策として極めて有効であった。特に公

健法は，対･象となる者の認定方法（因果関係の割り切り)，補償給付の内容，汚

染原因者負担の原ⅡＩに基づいたilf用負担のあり方等世界に例を見ないユニーク

な特徴をもつものであり，昭和52年のＯＥＣＤ環境委員会の日本の環境政策レ

ビューにおいても注目されたものの一つとなった。同レビューでは「この制度

は非常に切迫したiMj題に対し，過渡的ながらも正しい回答をしたものと思われ

る」との評価を下している。

我が国における四日市ぜん息､公害判決をうけた公健法の例だけでなく，諸外

国の例をみてもライン川汚染とドイツの無過失責任法やラブ．キャナル事件と

スーパー・ファンド法にみられるように，被害救済法は，社会的に重大な事故

事件をきっかけに進展する傾向にあることを考えると，被害救済法の進展を手

放しで懲ぶわけにはいかない。我が国の制度は諸外国の例と比較してみるとな

おいくつかの検討;課題を抱えているが，むしろ大幅な手直しの必要'性が生じる

ことなく今後とも被害救済の分野で大きな役割を果たしていくことが何よりで

ある。
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